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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について 

 

１ 被処分者 

  蔵前産業有限会社   

取締役 蔵前 里志 

  広島県広島市西区山田町６２８番地の１ 

 

２ 許可の内容 

  産業廃棄物収集運搬業 

  許 可 番 号：第０７３１０００３１６５号 

  許可年月日：平成２７年６月２７日 

  

３ 処分の概要 

(1) 処分内容 

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 

 ⑵ 処分年月日 

   令和３年６月３０日 

 ⑶ 処分理由 

   被処分者である蔵前産業有限会社の役員である蔵前里志は、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第１６条の２（焼却禁止）に違反した

ことにより、広島簡易裁判所において罰金２０万円の判決を受け、令和３年５月１３日に刑が

確定した。 

このことにより、産業廃棄物処理業の許可の取消しを規定する法第１４条の３の２第１項第

２号に該当（法第１４条第５項第２号ニにおいて規定する法第７条第５項第４号ニの欠格要件

に該当）することとなったため。 


